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「正社員転換・待遇改善キャンペーン」の実施について 
 

 雇用情勢が着実に改善する中、福井労働局（局長 加藤 滋穂）は、非正規雇用

労働者の正社員転換・待遇改善の実現に向けた取組を強力に推進するため、関係機

関及び団体等と連携しながら、12月末までを「正社員転換・待遇改善キャンペーン」

の期間として、キャンペーンを実施します。 

 

≪福井労働局における取組の内容≫ 

 

１ 福井県正社員転換・待遇改善実現本部の設置（10月 16日） 

    厚生労働省は厚生労働大臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実現本部」を

設置、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に向けた緊急対策を取りまとめ、

取り組んでいくこととなった。 

本省本部の設置を踏まえ、福井労働局としても、10月 16日に労働局長を本部長

とする「福井県正社員転換・待遇改善実現本部」を設置し、非正規雇用労働者の正

社員転換・待遇改善に向けた取組を推進していくこととした。 

【構成メンバー】   

本部長   労働局長 

 副本部長  総務部長、労働基準部長、職業安定部長、雇用均等室長 

 本部員   職業安定課長、職業対策課長、その他労働局長が指名した者 

     

２ 関係団体・事業所訪問による要請等 

「正社員転換・待遇改善キャンペーン」の実施（10月～12月） 

◆ 非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善について経済団体等へ要請する。 

(要請先は現在調整中) 

◆ 第 189回通常国会で成立した非正規労働者正社員転換や、待遇改善に資す

る法律の周知啓発やそれにつながる助成金の活用促進等を働きかける。 

 

【担当】 

職業安定部職業対策課 

 職 業 対 策 課 長   近藤 孝美 

 職業対策課長補佐   川村 直子 

 電  話 ： 0776-26-8613 

 F A X ： 0776-27-7693 
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